
それはなくとも不快な気持ちにさせるものがある。これら物理的危害要因の混入の防止におい

ては、食品納入業者の選定、検収、始業前点検、作業終了時の分解・洗浄・点検等において、確

認内容や担当者を明確にしておく。

⑶ 異物混入防止の留意点

ア 調理機械・機器等の衛生管理に当たっては、分解や組み立てを適切に行うとともに、故障又は

破損があるときは、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備しておく。

イ 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な衛生状態を保ち、ねずみ

及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等

の設置により、ねずみ及び昆虫の施設への侵入を防止する。

ウ 学校給食従事者は、衛生的な作業着、帽子、マスクを着用し、学校給食施設区分の作業区域内

では専用の履物を用いるとともに、指輪等の装飾品、腕時計、ヘアピン、安全ピン等、調理作業

に不要なものを調理場内に持ち込まない。

エ 洗浄剤、消毒薬その他化学物質については、使用、保管等の取り扱いに十分注意するととも

に、必要に応じ容器に内容物の名称を表示する等食品への混入を防止する。

オ 調理作業に当たっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び調理済み食品へ

の異物の混入防止のための必要な措置を講じる。

＜異物混入等防止確認表（例）＞

工 程 管 理 ポ イ ン ト 措 置 ・ 対 策

施 設 管 理
施設

部外者はみだりに立ち入らせない

施錠設備を設ける

適切な明るさの確保

調理機械・機器 故障・破損の有無の点検・記録

作 業 準 備

調理衣、帽子 鏡及び学校給食従事者相互で確認

毛髪、ほこり、ごみ等 粘着ローラー、エアシャワー等の使用

調理に不必要な物品 持ち込まない

絆創膏 使用時の記録と終了後の点検

業者の選定 衛生上信用のおける業者の選定

検 収

段ボール 持ち込まない

食品の点検・記録 検収表に基づき点検・記録

食品の保管 分類ごと区分して衛生的に管理

調 理 過 程

野菜等の洗浄 目視できる量にして洗浄

スライサー等の刃物 破損等の有無の点検・記録

はさみ、缶切機での作業 ２度切り禁止、切り方の統一

使い捨て手袋 使用前後に破損の有無を確認

配食前の確認 料理の目視

配食時の確認 食缶等容器・配食器具の確認

配食後の保管 配食後速やかに蓋をする

洗 浄

スポンジ、ブラシ等 使用前後の確認、定期的な交換

調理機械・機器の洗浄 分解できる部分は全て分解して洗浄

器具の保管 保管庫等適切な場所で保管

２ 異物混入等の対応

異物混入等には異物混入、異味・異臭等があるが、健康被害の可能性もあることから、さまざまな

角度から混入の可能性を検討し、適切な防止対策を推進するとともに、ヒヤリハット事例発生時は、

学校及び調理場でその事例を共有し、事故につながらないようにする必要がある。また、異物混入等

が発見された場合には、迅速に対応し、再発防止のための検討を行い、その結果を必要に応じ学校及

び調理場に周知する。

⑴ 食品衛生法上の危害要因

食品衛生法第６条では、人の健康を損なうおそれがある危害要因として次の４つを挙げている。

① 腐敗・変敗

② 有毒又は有害な物資の混入、付着

③ 病原微生物の汚染

④ 不潔、異物の混入、添加

これらの食品衛生上の危害要因は、生物的、化学的、物理的なものの３つに大別される。

⑵ 危害要因と注意点

ア 生物的危害要因

健康被害に直接関係する食中毒細菌、ウイルス等の病原微生物および原虫や寄生虫が含まれ

る。食中毒防止の対応が必要である。また、腐敗微生物は異味・異臭に関わるものがあるので、

検収や調理過程及び検食での確認が重要である。

ｱ 病原微生物：食中毒細菌（芽胞非形成菌、芽胞形成菌）、ウイルス、その他

ｲ 腐敗微生物：腐敗細菌、カビ、酵母

ｳ 寄生虫、原虫

イ 化学的危害要因

カビが産生するカビ毒や赤身魚肉中でヒスチジンから生成されるヒスタミン、発育不良等の

じゃがいもに含まれるソラニン等は、有害な物質が通常の加熱調理では減少しない。また、食物

アレルゲンには加熱調理では減少しない物質もあるので、検収等で原材料の確認を確実にする

ことで、食物アレルゲンが含まれる食品を使用しないことが最も有効な危害防止策である。原材

料への偶発的な異物の混入については、愛知県のウェブサイト「食の安全・安心情報サービス」

の「食品等の回収情報」で確認する等の情報収集を行い未然に防ぐように努める。施設での混入

については、洗剤や薬品等の保管や使用、容器、表示等において、食品への混入が起きないよう

にする。

ｱ 自然に存在する化学物質：微生物による産生物質（カビ毒、ヒスタミン）、自然毒（貝毒、

フグ毒、植物毒）、食物アレルゲン

ｲ 偶発的に存在、混入する化学物質：原材料由来（農薬、食品添加物、殺虫剤）、施設で混入

ウ 物理的危害要因

硬質異物は、食品とともに喫食すると、歯牙の破損や口唇の創傷等の健康被害につながるおそ

れがある。また、軟質異物には、健康被害のおそれがある不衛生なものや、健康被害が生じるお
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に、必要に応じ容器に内容物の名称を表示する等食品への混入を防止する。

オ 調理作業に当たっては、異物混入の可能性について点検を行い、原材料及び調理済み食品へ
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ｱ 自然に存在する化学物質：微生物による産生物質（カビ毒、ヒスタミン）、自然毒（貝毒、

フグ毒、植物毒）、食物アレルゲン

ｲ 偶発的に存在、混入する化学物質：原材料由来（農薬、食品添加物、殺虫剤）、施設で混入

ウ 物理的危害要因

硬質異物は、食品とともに喫食すると、歯牙の破損や口唇の創傷等の健康被害につながるおそ

れがある。また、軟質異物には、健康被害のおそれがある不衛生なものや、健康被害が生じるお
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⑸ 学校給食で異物混入等が発見された場合の対応

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康被害・健康被害が生じるおそれの有無の確認

健康被害・健康被害が生じるおそれがある場合

異物混入等への対応②

・異物等を取り除く

・納入業者等への連絡

・代替食品の手配

・機械器具の破損等の対応

異物混入等の状況・範囲・原因等を明確に把握

異物混入等発見

給食中止（全部・一部料理・一部食品） 
献立変更（代替）等の検討・決定

同じ食品・機械器具等使用調理場等への連絡

保健所への連絡 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、幼児

児童生徒への提供、被害が一般に及ぶ又は他施設

でも起こる場合 

教育委員会への連絡・相談

県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、被害

が一般に及ぶ又は他施設でも起こる場合 

対応・再発防止対策策定後 
市町村は県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 

保護者へ連絡文書作成の検討・対応

＊共同調理場の場合

学校への連絡の検討・対応

健康被害有の場合

（迅速な対応）

・被害者への対応

・医療機関への情報提供

・他の被害者の有無の確認

健康被害が生じるおそれ

がない場合

報道発表等を予定

事前に連絡

異物混入等への対応③

・原因の究明

・再発防止対策作成

必要に応じて 

異物混入等への対応①

・異物混入等の状況の記録

・必要に応じ現状の保管

⑷ 異物混入等による学校給食の事故報告・連絡

学校給食用の食品に、異物混入、異臭等の異常を発見した場合は、以下により報告する。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

発 生 学校給食の事故報告書（速報） ページ

終えん 学校給食の事故報告書（終えん） ページ

共同調理場は、学校名を調理場名、校長氏名を責任者職・氏名、在籍数を受配校等の種別と学

校数及び調理食数とし、幼児児童生徒等への提供の有無について明確に記載する。

  ウ 報告書の提出

健 康 被 害 の 有 無 ・ 状 況 県立学校 市町村立学校

健 康 被 害 

あり 提出 提出

生じるおそれあり 危険物の混入 提出 提出

生じるおそれなし 非危険物の混入 提出

ｱ 保健所へは、健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合でかつ学校、幼

児児児童生徒等に提供されたり、被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場

合に連絡する。

ｲ 報道機関に報道発表等による情報提供を行う場合は、健康被害の有無にかかわらず県教育

委員会保健体育課へ事前に連絡する（必要に応じて、保健所にも連絡する）。

ｳ 提出に該当しない場合であっても、記録は作成する。

エ 危険物・非危険物の目安

危 険 物
ガラス、金属類、プラスチック、衛生害虫（ゴキブリ・ハエ・クモ等）、ねずみの

ふん、変色、カビ、異臭等健康被害が生じるおそれがあるもの

非危険物

毛髪、繊維片、食品包材の切れ端（ビニール等）、スポンジ片、食物の皮・殻・食

肉や魚の骨、海産物に付着した貝殻等、食材に付着していた衛生害虫以外の虫等

健康被害が生じるおそれがないもの、食品中に発注したものと異なるアレルゲン

の混入

混入物の例示は、目安であり、実際の対応は、種類や大きさ、量、頻度等により異なるため、

連絡・提出を求めていない場合においても必要に応じて、連絡・提出を行う。
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⑸ 学校給食で異物混入等が発見された場合の対応
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・代替食品の手配
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・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、幼児

児童生徒への提供、被害が一般に及ぶ又は他施設

でも起こる場合 

教育委員会への連絡・相談

県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 
・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、被害

が一般に及ぶ又は他施設でも起こる場合 

対応・再発防止対策策定後 
市町村は県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 

保護者へ連絡文書作成の検討・対応

＊共同調理場の場合

学校への連絡の検討・対応

健康被害有の場合

（迅速な対応）

・被害者への対応

・医療機関への情報提供

・他の被害者の有無の確認

健康被害が生じるおそれ

がない場合

報道発表等を予定

事前に連絡

異物混入等への対応③

・原因の究明

・再発防止対策作成

必要に応じて 

異物混入等への対応①

・異物混入等の状況の記録

・必要に応じ現状の保管

⑷ 異物混入等による学校給食の事故報告・連絡

学校給食用の食品に、異物混入、異臭等の異常を発見した場合は、以下により報告する。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

発 生 学校給食の事故報告書（速報） ページ

終えん 学校給食の事故報告書（終えん） ページ

共同調理場は、学校名を調理場名、校長氏名を責任者職・氏名、在籍数を受配校等の種別と学

校数及び調理食数とし、幼児児童生徒等への提供の有無について明確に記載する。

  ウ 報告書の提出

健 康 被 害 の 有 無 ・ 状 況 県立学校 市町村立学校

健 康 被 害 

あり 提出 提出

生じるおそれあり 危険物の混入 提出 提出

生じるおそれなし 非危険物の混入 提出

ｱ 保健所へは、健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合でかつ学校、幼

児児児童生徒等に提供されたり、被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場

合に連絡する。

ｲ 報道機関に報道発表等による情報提供を行う場合は、健康被害の有無にかかわらず県教育

委員会保健体育課へ事前に連絡する（必要に応じて、保健所にも連絡する）。

ｳ 提出に該当しない場合であっても、記録は作成する。

エ 危険物・非危険物の目安

危 険 物
ガラス、金属類、プラスチック、衛生害虫（ゴキブリ・ハエ・クモ等）、ねずみの

ふん、変色、カビ、異臭等健康被害が生じるおそれがあるもの

非危険物

毛髪、繊維片、食品包材の切れ端（ビニール等）、スポンジ片、食物の皮・殻・食

肉や魚の骨、海産物に付着した貝殻等、食材に付着していた衛生害虫以外の虫等

健康被害が生じるおそれがないもの、食品中に発注したものと異なるアレルゲン

の混入

混入物の例示は、目安であり、実際の対応は、種類や大きさ、量、頻度等により異なるため、

連絡・提出を求めていない場合においても必要に応じて、連絡・提出を行う。
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⑸ 学校給食で異物混入等が発見された場合の対応
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健康被害・健康被害が生じるおそれがある場合

異物混入等への対応②

・異物等を取り除く

・納入業者等への連絡

・代替食品の手配

・機械器具の破損等の対応

異物混入等の状況・範囲・原因等を明確に把握

異物混入等発見
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・健康被害がある場合 
・健康被害が生じるおそれがある場合、かつ、被害

が一般に及ぶ又は他施設でも起こる場合 

対応・再発防止対策策定後 
市町村は県教育委員会保健体育課へ報告（様式 ） 

保護者へ連絡文書作成の検討・対応

＊共同調理場の場合

学校への連絡の検討・対応

健康被害有の場合

（迅速な対応）

・被害者への対応

・医療機関への情報提供

・他の被害者の有無の確認

健康被害が生じるおそれ

がない場合

報道発表等を予定

事前に連絡
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・原因の究明

・再発防止対策作成

必要に応じて 

異物混入等への対応①

・異物混入等の状況の記録

・必要に応じ現状の保管

⑷ 異物混入等による学校給食の事故報告・連絡

学校給食用の食品に、異物混入、異臭等の異常を発見した場合は、以下により報告する。

ア 報告・連絡経路

「食中毒（疑いを含む）等事故報告・連絡の体制図」により行う。

区 分 掲 載 ペ ー ジ

市町村立学校（名古屋市を除く） ページ

県立学校 ページ

イ 報告書の様式

区 分 報 告 書 の 名 称 様 式 番 号 掲 載 ペ ー ジ

発 生 学校給食の事故報告書（速報） ページ

終えん 学校給食の事故報告書（終えん） ページ

共同調理場は、学校名を調理場名、校長氏名を責任者職・氏名、在籍数を受配校等の種別と学

校数及び調理食数とし、幼児児童生徒等への提供の有無について明確に記載する。

  ウ 報告書の提出

健 康 被 害 の 有 無 ・ 状 況 県立学校 市町村立学校

健 康 被 害 

あり 提出 提出

生じるおそれあり 危険物の混入 提出 提出

生じるおそれなし 非危険物の混入 提出

ｱ 保健所へは、健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合でかつ学校、幼

児児児童生徒等に提供されたり、被害が一般に及んだり、他施設でも起こる可能性がある場

合に連絡する。

ｲ 報道機関に報道発表等による情報提供を行う場合は、健康被害の有無にかかわらず県教育

委員会保健体育課へ事前に連絡する（必要に応じて、保健所にも連絡する）。

ｳ 提出に該当しない場合であっても、記録は作成する。

エ 危険物・非危険物の目安

危 険 物
ガラス、金属類、プラスチック、衛生害虫（ゴキブリ・ハエ・クモ等）、ねずみの

ふん、変色、カビ、異臭等健康被害が生じるおそれがあるもの
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毛髪、繊維片、食品包材の切れ端（ビニール等）、スポンジ片、食物の皮・殻・食

肉や魚の骨、海産物に付着した貝殻等、食材に付着していた衛生害虫以外の虫等

健康被害が生じるおそれがないもの、食品中に発注したものと異なるアレルゲン

の混入

混入物の例示は、目安であり、実際の対応は、種類や大きさ、量、頻度等により異なるため、

連絡・提出を求めていない場合においても必要に応じて、連絡・提出を行う。
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様式

学校給食の事故報告書（終えん） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類 異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製 造 者 の 住 所 
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事 故 の 内 容  

発 生 後 の 
対 応 
※時系列で記入 
※対応者も記入 

 

再 発 防 止 
対 策 

 

注１ 調査報告書・改善報告書等がある場合は添付する。 

様式  

学校給食の事故報告書（速報） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類  異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製造者の住所  
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事故の概要等  
 

※時系列で記入 
 
※発見者・対応者等

の職・氏名を記入 
 

※異物混入の場合は、 
異物の大きさ等が 
分かる写真等を添

付 
 

 

注１ 幼児児童生徒等に健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合は、県教育委員

会保健体育課・保健所へ速やかに連絡する。 
注２ 報道発表等する場合は、県教育委員会保健体育課へ事前に連絡する。 
注３ 保護者宛ての文書がある場合は添付する。 
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様式

学校給食の事故報告書（終えん） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類 異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製 造 者 の 住 所 
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事 故 の 内 容  

発 生 後 の 
対 応 
※時系列で記入 
※対応者も記入 

 

再 発 防 止 
対 策 

 

注１ 調査報告書・改善報告書等がある場合は添付する。 

様式  

学校給食の事故報告書（速報） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類  異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製造者の住所  
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事故の概要等  
 

※時系列で記入 
 
※発見者・対応者等

の職・氏名を記入 
 

※異物混入の場合は、 
異物の大きさ等が 
分かる写真等を添

付 
 

 

注１ 幼児児童生徒等に健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合は、県教育委員

会保健体育課・保健所へ速やかに連絡する。 
注２ 報道発表等する場合は、県教育委員会保健体育課へ事前に連絡する。 
注３ 保護者宛ての文書がある場合は添付する。 
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様式

学校給食の事故報告書（終えん） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類 異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製 造 者 の 住 所 
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事 故 の 内 容  

発 生 後 の 
対 応 
※時系列で記入 
※対応者も記入 

 

再 発 防 止 
対 策 

 

注１ 調査報告書・改善報告書等がある場合は添付する。 

様式  

学校給食の事故報告書（速報） 
 報告日：令和 年 月 日（ ）  

ふ り が な 

学校（調理場）名 
 

ふりがな 

校長（所長）氏名 
 

 ふりがな 
報告者職・氏名 

 電話番号  

在 籍 数 
（受配校の食数、学校数） 

 

事 故 の 種 類  異物混入 異味・異臭 その他（ ） 

幼児児童生徒等の 
被 害 状 況 

 

品 名 ⑴ 主食（ ）⑵ 牛乳 ⑶ おかず等（ ） 

製造者の住所  
及 び 氏 名 

 

期 限 表 示 
該当するものに○ 

賞味期限・消費期限 製造年月日 

事故の概要等  
 

※時系列で記入 
 
※発見者・対応者等

の職・氏名を記入 
 

※異物混入の場合は、 
異物の大きさ等が 
分かる写真等を添

付 
 

 

注１ 幼児児童生徒等に健康被害がある場合及び健康被害が生じるおそれがある場合は、県教育委員

会保健体育課・保健所へ速やかに連絡する。 
注２ 報道発表等する場合は、県教育委員会保健体育課へ事前に連絡する。 
注３ 保護者宛ての文書がある場合は添付する。 
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